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【NAVIUS】現在発生している事象と利用方針等について

【機2】現在発生している事象と今後の方針について（10月4日) .docx;20211004

件名：

添付ﾌｧｲﾙ：

NAVIUS利用時間帯及び人数調整表.xIsx

高等裁判所事務局総務課文書企画官殿

地方裁判所事務局総務課文書企画官殿（東京，大阪）

地方裁判所事務局総務課長殿（横浜， さいたま，千葉水戸，宇都宮，

前橋静岡甲府，長野，新潟, 、京都，

神戸，奈良大津，和歌山，名古屋，

津，岐阜，福井，金沢，富山，広島，

山口，岡山，鳥取松江，福岡，佐賀，

長崎大分，熊本，鹿児島，宮崎

那覇高松，徳島，高知，松山）

家庭裁判所事務局総務課長殿

9月27日に発生し，現在も続いているNAVIUSのシステム障害により

御負担をお掛けし，誠に申し訳ございません。

また， そのような中でも，先週から続く情報政策課からの依頼に

御協力いただき，誠にありがとうございます。

本日までの対応状況及び今後の暫定対応について

別添のとおりまとめました。
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システム障害が解消しない状況が1週間以上にも及ぶ中，

可能な限り早期の復旧に向けて鋭意取り組んでおりますので，

引き続き今しばらくの御協力をお願いいたします。

御手数ですが，本メールの内容を，関係部署及び

地方裁判所におかれましては管内の簡易裁判所に

関係部署及び管内支部，

周知していただきますようお願いします。

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊

最高裁判所事務総局

情報政策課

専門官堀川博司

TEL 直通) (内線ﾛ■）
FAX■■■■■
TELm

FAXm
メール

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊
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【NAVIUS】現在発生している事象と今後の方針について(10月4

日）

1 現状（9月30日, 10月1日の状況）について

9月30日の日中までにNAVIUSの不具合事象が改善しなかったため， 同日

夜に，

陸 目

指しました。

その上で， 10月1日は，時間帯ごとに利用庁を制限し，東京簡裁，大阪高裁管
、

内，名古屋高裁管内，広島高裁管内及び高松高裁管内のユーザに利用していただき

ましたが，利用時間帯の開始時刻からほどなく，著しい速度低下や， アクセスでき

ないといった事象が発生し，状況は改善しませんでした。

2 今後の対策について

10月1日 （金）までの稼働状況を分析したところ， ’’

’

I|’ ので，可能な範囲で着実にそうなると

システムを利用した事務処理を行ってもらいながら， システム障害の原因究明を進

めるため, 10月4日 （月）は午前10時00分までNAVIUSの利用を一旦停

止した上，①午前10時00分～午後0時15分，②午後1時00分～午後3時0

0分，③午後3時00分から午後5時00分の時間帯に分け，利用庁と利用者数を

制限しての利用をお願いします。

利用庁は， 10月1日 （金）にNAVIUSの利用を終日制限した，東京高裁管

内（東京簡裁を除く。），福岡高裁管内，仙台高裁管内及び札'l児高裁管内とさせてい

ただき，利用開始時の利用者数を50名程度とした上，利用状況と並行して■■■



等を把握し，状況に応じて利用者数を増やすこ

とができるかどうかを検討し，高裁を通じて調整させていただく予定です。

利用開始時の利用者数は, NAVIUS上に登録されている利用者数等を参考に

して「NAVIUS利用時間帯及び人数調整表」のとおり地家裁管内別に割り振ら

せていただきましたが，その範囲で具体的にどのような割振りをするかや， その後

に利用者を増減させる場合の方法については高裁にお任せいたします。

また，利用に当たっては，次のような負荷がかかる作業は最小限に留めるよう御

協力ください。

’ また，必要なとき以外は

己

ｑ

ｄ

″

作業終了後は，

■■■
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NAVIUS利用時間帯及び人数調整表

’ |“ ’滿甑

NAVIUSに旦難さ

れている利用6＆歓

等を掌窒挺算出

作画W蹄間 所力庁名 利悶可能人散 地歌職 その紬

福岡高裁

福岡家裁

福岡筋裁

福岡家裁飯塚支部

飯塚簡裁

福岡家裁直方支蔑

直方簡裁

福岡家裁田川支鄙

田川簡裁

禍岡家裁久斑米支部

久圃米簡戴

福岡家裁八女支部

八女簡裁

揺岡家裁柳川支鄙

柳川簡裁

福岡家裁大牟田支部

大牟田簡裁

稲岡家裁小倉支部

小倉簡裁

福岡家義行倫支謡
一

行柵簡裁

弘
一
叩
一
加
一
刻
一
叫
一
Ｏ
ｌ
ｍ
－
０
ｌ
８
－
ｍ
一
劃
－
０
｜
蛇
－
０
－
６
－
０

驚
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一
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膳岡高舞口

屑蔬蕊一一
一

福岡高哉

福岡高裁

福岡高城

福岡高裁

穏岡高裁

福岡高裁

福岡高裁
一

‘福岡高救

福岡高裁

福岡高裁
一

福岡高裁

’

’
一

福岡地家裁

福岡地家裁

福岡地家裁

福岡地家裁
ロー

福岡地家裁

福岡地家裁

福岡地家裁

福岡地家裁
福岡晒蒙裏

福岡地家裁

福岡地家裁
一一一一一ニーーー

福岡地家裁

福岡地家裁

福岡地家裁

福岡地家裁

福岡地家裁

福岡地家裁

謁阿恥家裁
一

|撞踊地家禽
一

福岡地家裁

福岡地家裁

福岡地家裁

福岡地家裁

福岡地家裁

福岡地家裁
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|癌岡家裁甘木出張所
'甘木簡裁

宗像簡裁

うきは簡裁

折尾簡裁

ー

篝
鳥栖簡裁

伊万里簡裁

隠駕
厩画塞
|佐賀地家裁

'佐賀地家裁
一

佐賀地家裁

佐賀地家裁

佐賀地家裁

佐賀地家裁

佐賀地家裁

廊壷
福岡高裁
一

福岡高裁

福岡高裁

馬
3人

少年対象外

｜長崎家裁
長崎簡裁

長幡家裁大村支部

大村節裁

長嬉家裁島願支部

島原簡裁

長崎家裁五島支部

五島簡裁

長崎家裁厳原支部

厳原飾裁

長崎家裁佐世保支部

佐世保簡裁

長峰家裁平戸支部

平戸簡裁

長蹄家裁壱岐支部

壱岐簡裁

長鹸家裁諌早出張所

諌早鮒裁

長繭家裁新上五島出張所

新上五島簡裁

長崎家裁上県出張所

上県簡裁

大分家裁

大分簡裁

大分家裁衿築支都

杵築簡裁

大分家裁佐伯支部

佐伯簡裁

大分象裁竹田支部

|竹田師裁

福岡高裁

福岡高栽
－

福岡高裁
一

福岡高裁

福岡高裁

福岡高裁

福岡高蕊
一

掲岡高裁
一

福岡高裁

福岡高裁
一

福岡高裁
一

福岡高裁

長崎地家裁

長崎地家裁

長萄地霞裁

長崎地家裁

長崎地寂裁

長崎地家裁

長崎地家裁

長崎地家裁

長崎地家裁

長崎地家裁

長崎地家裁

長崎地家裁

長鯨地家裁

長崎地家裁

長崎地家裁

長崎地家裁

長崎地家裁

長崎地家裁
長埼地家裁

長崎地家裁

長崎地顔蕊

長崎地家裁

少年爺象外

一

少年対象外
’
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NAVIUS利用時間帯及び人数調整表
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NAⅥUSに吾紗さ
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大分家裁中津支部 ’0 福岡高裁 大分地家裁

中津簡裁 ’5 福岡高裁 大分地家裁

大分家裁日田支部 o 福岡高蔽 大分地家戴

日田簡裁 ’3 福岡高裁 大分地家裁

大分家裁貿後高田出磯所 o 福岡高裁 大分地康叙

豊後高田簡裁 4 禍岡高裁 大分地家栽
別府簡裁 5 福岡高裁 大分地家裁

臼杵簡裁 4 福岡高裁 大分地家裁
124

熊本家裁 22 福岡高裁 熊本地家裁
熊本簡裁 、31 福岡高裁 熊本地家戴

熊本家裁阿蘇支部 O 福岡高裁 熊本地顛裁
阿蘇簡裁 4 福岡高裁 熊本地家裁
熊本家裁玉名支部 0 禍岡高裁 熊本地家裁
玉名簡裁 9 福岡高裁 熊本地家栽

脂本家裁山鹿支部 o 福岡寓識 鮒本地家裁

山鹿簡裁 9 福岡高裁 熊本地家裁
鴨本家裁八代支部 9 福岡高裁 熊本地家裁
べ代簡裁 ’7 福岡高裁 熊本地家翻
隅本家裁人吉支部 o 福岡高裁 熊本地家裁
へ吉簡裁 8 福岡高蕊 熊本地家裁

6人

隔本家裁天草支部 2 福岡高裁 熊本地家独
肩草簡裁 9 揺岡高裁 熊本地家裁

爵本家裁御船出弧所 o 福岡高裁 熊本地家裁
旧船簡裁 4 福岡高裁 熊本地家裁
胃本家裁高森出強所 o 福岡高裁 熊本地潔戯
;森簡裁 4 福岡高栽 熊本地家栽
肖本家裁水俣出張所 o 福岡高裁 熊本地敦裁
く俣簡裁 4 福岡高裁 熊本地家裁
2本家裁牛深出喪所 O 福岡高義 熊本地蒙遍一
二深簡裁 3 福岡高裁 熊本地家裁
2域簡裁 3 福岡高裁 熊本地家難

E尾簡裁 3 福岡高裁 熊本地家裁
ユ41

i児島家裁 ’9 福岡高裁宮崎支部 鹿児島地家裁
i児島簡裁 ’'7 福岡高裁宮崎支部 鹿児島地家裁
児島家裁知覧支部 O 福岡高載宮崎支部 鹿児島地家裁
'覧簡裁 8 福岡高裁宮崎支部 鹿児島地家裁
児島家裁加治木支部 O 福岡高裁宮吟支部 鹿児島地家載
治木簡裁 ’0 福岡高裁宮崎支部 鹿児島地家裁
児島家裁川内支部 0 湿岡高識宮峰支部 鹿児島地家裁
内簡裁 ’2 福岡高裁宮崎支部 鹿児島地家裁
児島家裁鹿屋支部 0 橿岡高寂宮崎支部 鹿児島地家裁
屋簡裁 12 福岡高裁宮崎支部 鹿児島地家裁
児島家裁名瀬支部 ’o 福岡高裁宮崎支部 鹿児島地家裁
瀬簡裁 8 禍岡高裁宮崎支部 鹿児島地家栽
児島家裁種子島出狼所 o 福岡高裁宮峰支部 ， 鹿児島地家裁
子島簡裁 4 5人 槻岡高裁宮崎支部 鹿児島地家裁
児島家裁屋久島出張所 O 福岡高蕊宮崎支部 鹿児島地駁域
久島簡裁 2 福岡高裁宮崎支部 鹿児島地家裁
息島家裁指宿出彊所 o 福岡高裁宮蟻支部 鹿児島地家裁
胃簡裁 4 福岡高裁宮崎支部 麗雨忘頴
§島家裁大口出張所 o 福岡高議宮鋒支部 鹿児島地家裁
.簡裁 3 揺岡高裁宮喝支部 鹿児島地家裁
§島家裁毎之島出張所 O 福岡高義宮崎支部 鹿児島地家裁
z島簡裁 4 福岡高裁宮崎支部 鹿児島地家栽
鳥院簡裁 4 福岡高裁宮崎支部 鹿児励地家裁
止田簡裁 4 福岡高裁宮崎支部 雇面扉蕨烹
<簡裁 4 禍間高裁宮崎支部 扇面葛1蕨諏
b簡裁 3 福岡高哉宮崎支部 扇児扉癒爾
蛎裁 4 福岡高裁宮崎支部 鹿児島地家裁

132

ﾘ高裁宮崎支部 7

蕊騨
稼裁 16

緬裁 15

}家裁日南支部 Cl

’
NAⅥUSに腎銀さ

れて． ､ろ利爵者散

寺を今思考に算出

廉龍庁名 利用可唯人散 扇鈍 8J｡｡.《穴

荒尾簡裁

’6人

鹿児島家裁

鹿児島簡裁

鹿児島家裁知覧支部

知覧簡裁

鹿児島家裁加治木支部

鹿児島地家裁

鹿児島地家裁

鹿児島地家裁

鹿児島地家裁

鹿児島地家載

鹿児島地家裁

鹿児島地家裁

鹿児島地家裁

鹿児島地家裁

鹿児島地家裁

鹿児島地家裁

鹿児島地家栽

鹿児島地家裁

鹿児島地家裁

鹿児島地駁域

鹿児島地家裁

鹿児島地家裁
■ﾛｰ告一一 一

鹿児島地家裁

鹿児島地家裁

鹿児島地家裁

鹿児島地家裁

鹿児島地家栽

鹿児励地家裁
一

鹿児島地家裁
一

鹿児島地家哉
一

鹿児島地家戟

鹿児島地家裁

5人

’

[… －’竃の他

馬
｜
’

少年対象外

｜熊本家裁

①午前ユ0時～ユ2時ユ5分熊本簡裁
熊本家裁阿蘇支部

阿蘇簡裁

熊本家裁玉名支部

玉名簡裁

熊本家裁山鹿支部

山鹿簡裁

熊本家裁八代支部

八代簡裁

熊本家裁人吉支部

人吉簡裁

熊本家裁天草支部

天草簡裁

熊本象裁御船出弧所

御船簡裁

熊本家裁高森出強所

高森簡裁

熊本家裁水俣出張所

水俣簡裁

熊本家義牛深出蚕所

牛深簡裁

宇城簡裁

膠辱霊界一一一~‐

少年対象外

二
’
一
一一

一
一
》
一
一
》
’
’
一

一
一
一
一

■■■■■■■■

＝

雪加治木簡裁

鹿児島家裁川内支部

川内簡裁

鹿児島家裁鹿屋支部

鹿屋簡裁

鹿児島家裁名瀬支部

名瀬簡裁

鹿児島家裁種子島出狼所

種子島簡裁

鹿児島家裁屋久島出張所

屋久島簡裁

|塵児島家裁指宿出彊所
指宿簡裁

|鹿児島家裁大口出張所 ，
|大口簡裁

I鹿児島家裁徳之島出張所

|徳之島簡裁
伊集院簡裁

加世田簡裁

出水簡裁

甑島簡裁

大隅簡裁

福岡高裁宮崎支部

|宮崎家裁

|皇隻簡裁

|宮崎家裁日南支部一可’

陛
幽
廊
菫
一
》

｜
’

少年対象外

塗
6
－

15
－

16

■
■
■1

1
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NAVIUS利用時間帯及び人数調整表

l
l ’
NAVlUSに具録さ

#てしる利用者鑑

馨をa'毒に賃出

｜

その他 ’作其儲珊 所属庁名 副帰可龍人蝕 潟錐 地家弱

宮崎家裁延岡支部

延岡簡裁

宮崎家銭日向出張所

日向簡裁

宮崎家裁高千穂出彊所

高千穂簡裁

西都簡裁

小林簡裁

6人

一
一

一
‐
廼
一
副
一
媚
一
加
一
Ｏ
ｌ
１
－
０
－
１
ｌ
０
－
鵡
一
叫
一
５
－
ｍ
一
釦
一
死
一
記
一
狙
一
翠
一
妬
一
昭
一
、
一
ｍ
一
電
－
９
｜
犯
一
泌
一
７
｜
狙
一
６
’
７
－
狸
一
蛇
一
調
－
０
－
加
一
照
一
弘
一
妬
一
”
二
０
－
５
’
０
－
通
－
０
－
７
－
８
一
理

、
妬

|撮岡高裁宮笥支部
一

掘岡高裁宮崎支部
一

福岡陶裁宮崎支部
一

掘岡高裁宮崎支部

;調蔬惹扉罫
一

掴岡高裁宮崎支部
一

禍岡高裁宮崎支部

福岡高裁宮崎支部

》
一
一
一

福岡高裁那覇支部

那覇家裁

那覇簡裁

那覇家裁名護支部

名護簡裁

那覇家裁沖縄支部

沖縄簡裁

那覇家裁平良支部

平良簡裁

那覇家裁石垣支部

石垣簡裁

篝
－

'福岡高裁那覇支部
一

福岡高裁那翻支部
一

福岡商裁那鰯支部
一

福岡高裁那覇支部
一

福岡高裁那覇支部
一

福岡高裁那覇支部

恥
一
岬
一
押
一
》
｜
岬
一
》
｜
鋼
一
》
｜
岬
一
》

5人

50

東京高裁

東京家裁

東京家裁立川支部

立川簡裁

東京家裁八丈島出強所

!八丈島簡裁

東京家裁伊豆大島出張斯

伊豆大島簡裁

新島簡裁

八王子簡裁

武蔵野簡裁

膏梼簡裁

町田簡裁

溌
購
匿
鑑
鑿
需

東京地家裁
一

東京地家裁
一

東京地家畿
一

蹴京地家哉

東京地家裁
一

東京地家畿
一

東京地家蕊
一

東京地家栽
一

東京地家裁

東京地家蕊

東京地家裁
一

東京地家裁

11人

|横浜家裁

|横浜簡裁
横浜家裁相模原支部

相模原簡裁

横浜家裁川崎支部

川崎簡裁

横浜家裁横須賀支部

!横須賀簡裁

横浜家裁小田原支部

小田原簡裁

神奈川簡裁

保土ケ谷筋裁

雛倉簡裁

藤沢師裁

平塚簡裁

厚木簡裁

東京高裁

東京高裁

東京高裁

東京高裁
－

|東京高藏
東京高裁

東京高裁

東京高裁

東京高裁

東京高裁

東京高裁

東京高裁

東京高裁

東京高裁

東京高裁

東京高裁

|横浜j唾裁

|厨藏蕨蕊
横浜地家裁
一

横浜地家裁

横浜地家裁

横浜地家裁

横浜地家蔵

横浜地家裁

横浜地家裁

横浜地家裁

横浜地家戴
一

横浜地家裁

横浜地家哉
一

横浜地家裁
一

横浜地家裁

横浜地家戦

。

9人

さいたま家裁

さいたま簡裁

さいたま家裁越谷支部

越谷間裁

さいたま家裁川越支部

川越簡裁

さいたま家裁熊谷支部

熊谷簡裁

さいたま家裁秩父支部

秩父簡裁

さいたま家裁久喜出張所

久喜間裁

さいたま家裁飯能出張所

飯能簡裁

川口簡裁

大宮簡裁

東京高裁

東京高裁
一

東京高裁

東京渇裁
－

|東京弼裁

東京商戯

東京高裁

東京高裁
一

重京高裁

東京商裁

東京弼栽

東京高裁

東京渇裁

東京高裁

東京高裁
一

東京高裁

|さいたま地家裁

さいたま地家裁

さいたま地家裁

さいたま地家裁

さいたま地家裁

さいたま地家難

さいたま地家裁

さいたま地家裁

さいたま地家裁

さいたま地家裁

さいたま地家裁

さいたま地家蛾

さいたま地歌裁

さいたま地家裁

さいたま地家裁

さいたま地家裁

少年対象外

一
一
一
》
｜
｜
》

8人
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NAVIUS利用時間帯及び人数調整表

N即IUSに含鯉さ

れてL,る利用者勢

葬を巻考'二禅出

I

作刷膀間 瞬腐庁名 ﾘ用可能人翻 轟識 地鞭識 その他

所沢簡裁
一

本庄簡裁

３
０
２
０
０
５
５
８
３
０
２
５
８
０
８
０
０
０
６
０
６
５
０
１
７
０
０
６
０
璽
妬
８
３
４
３
５
５
５
７
０
２
０
９
０
６
２
０
６
０
５
０
３
０
０
８
６
７
０
２
０
７
０
３
６
６

東京高裁
一

東京高裁

さいたま地家裁

さいたま地家裁

千葉家裁

千葉簡裁

千葉豪裁佐愈支部

佐倉簡裁

千葉家栽一宮支部

千葉一宮簡裁

千葉家裁松戸支部

松戸簡裁

千葉家裁木更津支部

木更津簡裁

|千葉家裁館山支部

館山簡裁

千葉家裁八日市場支部

八日市場冊藏

千素家裁佐原支部

佐原簡裁

千葉家裁市川出濃所

市川簡裁

銚子簡裁

東金簡裁

驍
麗
繍
麗
鰐
悪
霊
鑿

|千葉地家裁

|千葉地家裁
千葉地家裁

千葉地家裁

千蕊地家裁

千葉地家裁

千葉地家裁

千葉地家裁

千葉地家裁

千葉地家裁
一

千葉地家載
一

千葉地家裁

千葉地家裁

千葉地家裁

千葉地家裁

千葉地家裁
一

千葉地家裁

千葉地家裁

千葉地家裁

千素地家裁

二二二
少年対象外

少年対象外

2坪後ユ時～3時
8人

少年諒象外

’
一

水戸家裁

水戸簡裁

水戸家裁日立支部

日立簡裁

水戸家裁土浦支部

土浦簡裁

水戸家裁蝿ケ崎支邸

龍ケ崎簡裁

水戸家裁麻生支部

麻生簡裁

水戸家裁下妻支部

下妻簡裁

笠間簡裁

常陸太田簡裁

石岡簡裁

取手簡裁

下館簡裁

古河簡裁

東京高裁

東京高裁

東京高裁
一

東京高裁

東京高裁

東京癌裁

東京高裁

東京高裁

東京高裁

|水戸地家裁
|水戸地家裁

水戸地家裁

水戸地家裁

水戸地家裁

水戸地家裁

水戸地家裁

水戸地家裁

水戸地家裁
一

水戸地家裁

水戸地家裁

水戸地家裁

水戸地家裁
一

水戸地家裁

水戸地家裁

水戸地家裁

水戸地家裁

水戸地家裁

■

少年対象外

一
一
一
一
一
一
一
一
一
一
一
一
一
一
一
一
一
一
一
一

少年対象外

少年対象外
5人

宇都宮家裁

宇都宮簡裁

宇都宮家裁真岡支部

真岡簡裁

宇都宮家裁大田服支部

大田原簡裁

宇都宮家裁栃木支部

栃木簡裁

宇都宮家裁足利支部

足利簡裁

小山簡裁

壁
》
緬
一
蝿
》
一
》
一
》
一
》
｜
》
一
》
｜
》

|宇都宮地家裁

宇都宮地家裁

宇都宮地家裁

宇都宮地家裁
一

宇都宮地家裁
一

宇都宮地家裁

宇都宮地家裁

宇都宮地家裁

宇都宮地家裁

宇都宮地家裁

宇都宮地家裁

4人

l前撰家裁

前橋簡裁

前艦家裁沼田支部

沼田簡裁

前橘家裁太田支部

太田筋裁

前構家裁洞生支部

桐生簡裁

前橋家裁高崎支部

商崎簡裁

前播家裁中之条出張所

|中之条簡裁

|伊勢鋪簡裁
|館林簡裁

|＝
東京高戴

粟京高裁

東京高裁

東京高裁

東京高裁

東京高裁

東京高裁

東京高裁

東京商裁

|爽京高裁

|軍斎言蚕
トー

|東京高裁

|東京高裁

前揺地家裁

前橘地家裁
＝ニニヨー－－

荊橘地家裁

肋柵地家裁

前橘地家裁

前橋地家裁

前嬬地家裁

前橋地家裁

前橋地家裁

前橋地家裁

_i前櫓地家裁
前橋地家裁

前橘地家裁

前檎地家裁

少年対象外

少年対魚外 一

5人

少年対象外

4／8ページ



NAVIUS利用時間帯及び人数調整表

NAⅥUSに登録さ

所属庁名 れている利用審数利用可陥人獣 満散 地家裁 その他

苓を輸考に算出 ’

NAVlUSに登螺さ

れて、‘ら利用者数

審を輸考に演出

所厩庁名 ＃11用司晩人影 高散 家裁 その他
作蕊崎閲

藤岡簡裁
一

群馬富岡簡裁
’

２
０
７
７
３
０
３
０
８
０
０
９
６
０
７
０
４
０
３
３
７
５
９
７
２
０
５
５
６
０
６
７
９
８
９
０
２
０
４
０
４
２
０
６
５

前橋地家裁
一

前橘地家裁

|静岡家裁

静岡簡裁

静岡家裁沼津支部

沼津簡裁

静岡家裁浪士支部

富士簡裁

静岡家裁下田支部

下田簡裁

静岡家裁浜松支部

浜松簡釜

静岡家裁鋤ll支部

掛川簡裁

除岡家裁島田出狼所

|舗岡地家裁

|静岡地家裁
鰕岡地家裁

静岡地家裁

静岡地家裁

静岡地家裁

鯆岡地家裁

静岡地家裁

静岡地家裁

静岡地家裁
一

胖岡地家裁

静岡地家裁
一

静岡地家裁

静岡地家裁
一

静岡地家裁

胖岡地家裁

静岡地家裁

静岡地家裁

’
一
一一
一
一
串

’

一

一

一

一

凸
ロ
■
画
》
。
戸
』
宇
写
卓
画

・
酉
二
一
卓
』
四
・
』
国
。
』
・
亭
再
』
字
｝
画
垣
『
。
二
軍
面
。
二
一
』
卓
■
亭
草
色
一
画
』
酉
『
一
。
■
己
。
一
二
】
『
函
』
一
一

8人

少年対象外

少年対象外

|島田師裁

|静岡家裁熱涛出韻所
熱海簡裁

清水簡裁

三島簡裁

少年対蜜外

|甲府家裁

|甲府簡裁

|甲府家裁都留支部
|都留簡裁

鰍沢簡裁
一

意士吉田簡裁

峠
一
》
｜
》
｜
》
｜
》
｜
》

3人

’

|長野家裁

|長野簡裁
長野家裁上田支那

一ﾄ田簡裁

長野家裁佐久支部

佐久簡裁

長野家裁松本支部

松本簡裁

長野家裁魔訪支部

翫訪簡裁

長野家裁飯田支部

飯田簡裁

長野家裁伊那支部

伊那簡裁

長野家裁態山出張所

|飯山簡裁
|長野家裁木曾温島出強所
木曾福島簡裁

長野家裁大町出張所

大町簡裁

岡谷簡裁

霞
粟京高裁
一

東京高栽

東京高裁
一

東京高裁

|東京高裁
l東京高裁IPF"‘,u兵J~

東京高裁

東京高裁

東京高裁
一

東京高裁

東京高裁

菓京高裁

東京高裁

東京馬敦

東京高裁
一

東京高裁

|長野地家裁
長野地家裁

長野地家裁

長野地家裁

長野地家霊

長野地家裁

長野地家裁

長野地家裁

長野地家裁

長野地家裁

長野地家裁

長野地家裁

長野地家裁
一

長野地家裁
一

長野地家裁
一

長野地家裁

長野地家裁

長野地家裁
一

長野地家裁
一

長野地家裁
一

長野地家裁

少年対象外

三

二

8人

一
一
一
》
’
一
》

曲
■
■
■
■｜新潟家裁

|新潟簡裁
新潟家裁三条支部

三条簡裁

新潟家裁新発田支部

新発田簡裁

新潟家裁佐渡支部

佐渡簡裁

新潟家裁長岡支部

長岡簡裁

新潟家裁高田支部

高田簡裁

新潟家裁村上出張所

村上簡裁

訴潟家裁十日町出張所

十日町簡裁

|新潟家裁柏崎出張所

|柏崎簡裁 鴨

－|新潟地家裁
新潟地家裁

新潟地家裁

新潟地家裁

新潟地家裁

新潟地家裁

新潟地家裁

新潟地家裁

新潟地家裁

新潟地家裁

新潟地家裁

新潟地家裁

新潟地識裁

新潟地家裁

新潟地家裁

新潟地家裁

新浬地家裁

新潟地家裁

｜
’

少年対象外

’

』
弓
』
白
『

三 10

6J
－

三
《
一
一
一
’
一
》 ヨ

０
０
１
△
Ｔ
Ⅱ
０
６’
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NAVIUS利用時間帯及び人数調整表

1
1

所臓斤名 品数 |艫“ ’地家軸

NAⅥUSに登録さ

鍵ている利悶巻急

等を善考に算聖

作葺鼬間 利用可能人監 その他

鋤
識
出
出
沼
川
魚
魚

南
裁
糸
裁

裁
楠
裁
簡
裁

家
沼
家
川
簡

潟
魚
勇
魚
建

斬
南
新
糸
新

ｌ

ｌ

ｌ

ｌ
ｌ

一
》
｜
》
一
》
一
》
｜
》

｜
’
’
一
一
一

鵠
一
》
｜
》
｜
》
｜
》

》
一
一
》

|仙台高裁
|仙台家裁

|仙台簡裁
仙台家裁大河原支部

大河原簡裁

仙台家裁古川支部

古川簡裁

仙台家裁登米支部
一

登米簡裁

仙台家裁石巻支部

石巻簡裁

仙台蒙裁筑仙沼支部

気仙沼簡裁

築館簡裁

橇
躍
鴬
躍
鴬

第12次導入庁（未導入庁）

,仙台地家裁

仙台地家裁

仙台地家裁

仙台地家戟

仙台地家裁

仙台地家裁

仙台地球薮

仙台地家戦
一

仙台地家裁

仙台地家裁

仙台地家裁

仙台地家裁

仙台地家裁

第12次導入庁（未導入庁）

少年対象外

第12次導入庁（未導入庁）

第12次導入庁（未導入庁）

少年対象外

第12次導入庁（未導入庁）

4人

第12次導入庁
一

少年対象外

跡12次導入庁

第12次導入庁

蔀
一
一
〉
一
》

福島家裁

福島簡裁

福島家裁相馬支部

相馬簡裁

福島家裁郡山支部

郡山簡裁

福島家裁白河支部

白河筋裁

福島家裁会識若松支部

会津若松簡裁

福島家裁いわき支部

いわき簡裁

祖島家裁棚倉出彊所

概倉簡裁

福島家裁田島出張所

田島簡裁

福島禽岡簡裁

艤
躍
繕
麗
鴬
震

福島地家裁

福島地家裁

福島地家裁

福島地家裁

福島地家裁

福島地家我

福島地家裁

福島地家戟

掴島地家裁

福島地家裁

福島地家裁

福島地家裁

福島地家載

福島地家栽

癌島地家裁

｜福島地家栽
｜掴島地家栽

第12次導入庁（未導入庁）

館12次導入庁〈未導入庁）

館12次導入庁（未導入庁）

鋪12次導入庁（未導入庁）

第12次導入庁（未導入庁）

3人

第12次導入庁（未導入庁）

少年対象外

第12次導入庁（未導入庁）

少年対象外

第ﾕ2次導入庁(未導入庁） ’
第12次導入庁（未導入庁〉 ’

|山形家裁
||山形簡裁

|山形家裁新庄支鄙

|新庄簡裁
山形家裁米沢支部

米沢簡裁

山形家裁鶴岡支部

恕岡簡裁

山形家裁酒田支部

酒田節裁

山形家裁赤湯出強所

赤湯飾裁

山形家裁長井出張所

長井簡裁

仙台高裁
一

仙台高裁
一

仙台高裁
一

仙台高裁
一

仙台高裁

仙台高裁

mi索蕊壼蔀
仙台商裁秋田支部
一

仙台高裁秋田支部

仙台高裁秋田支部
一

仙台高義
一

仙台高裁
一

仙台高裁
一

仙台忘裁

認
識
垂
認
識
識
識
鍬
認
識
識
識
裁
識

一
岬
一
蝿
一
峠
峰

地
地
地

地
地
地
地
地
地
地

形
形
形

形
形
形
形
形
形
形

山
山
山
一
山
山
山
山
山
山
山

第12次導入庁

少年対象外
一

第12次導入庁

(未導入庁）
－

－

(未導入庁）

第12次導入庁（未導入庁）

3人

第12次導入庁（未導入庁）

第12次導入庁
一

少年対象外
一

輔12次導入庁
一

少年対象外

第12次導入庁

(未導入庁）
－

－

(未導入庁）

(未導入庁）

l盛岡家裁
盛岡簡裁

盛岡家裁花巻支部

花巻簡裁

盛岡家義二戸支部

二戸簡蕊

盛岡家哉遠野支部

遺野簡裁

盛岡家裁宮古支部

宮古簡裁

盛岡家裁一関支部

|一関簡裁

|盛岡家裁水沢支部

|水沢鮒裁

|艫驚
~

仙台高裁
仙台高裁

仙台高裁

仙台高裁

仙台高裁

仙台高裁

仙台高裁

仙台高裁

仙台高裁
－

,仙台高裁
|仙台高談
,－

|仙台高裁

盛岡地家裁

盛岡地家載
一

盛岡地家裁
一

盛岡地家裁
一

盛岡地家戟

盛岡地家裁

盛岡地家裁
一

盛岡地家裁

盛岡地家裁

盛岡地家載

盛岡地家裁

盛岡地家裁

盛岡地家裁
一

盛岡地家裁

第12次導入庁
一

少年対象外
一

第12次導入庁

少年対象外

第12次導入庁
一

少年対象外

第12次導入庁

(未導入庁）

一
一
一
一
一

③午後3時～5時
(未導入庁） ，

(未導入庁）

(未導入庁）

3人 》
一
一
獅
一
ル
ー
》

第12次導入庁

瀧』』…渉墾
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NAVIUS利用時間帯及び人数調整表

i

l
｜

’

NAVlUS1~登録さ

れて〔･る利用者謙

等を轡考に算出

作鴬鵡間 所煽庁名 ﾘ用可A1‘人散 濁戯 池家裁 その他

盛岡家裁久慈出張所

久慈簡裁

盛岡家裁大船渡出張所

大船渡筋裁

釜石節裁

０
０
０
０
０
９
０
６
０
９
０
０
０
０
－
０
０
０
４
９
０
２
０
０
０

震
一
》

》
｜
》
｜
》
｜
》
｜
》

少年対象外

第ﾕ2次導入庁

少年対象外

第12次導入庁

第12次導入庁

(未導入庁）
－

－

(未導入庁）
一

(未導入庁） ’

|仙台高裁秋田支部

|秋田家裁
秋田簡裁

秋田家裁本荘支部

本荘簡裁

秋田家裁能代支部

能代簡裁

秋田家裁大館支部

大館簡裁

秋田家裁大曲支部

大曲簡裁

秋田家裁横手支部

横手簡裁

秋田家裁鹿角出張所

鹿角簡裁

秋田家裁角館出張所

角箆簡裁

男鹿簡裁

湯沢簡裁

仙台高裁秋田支鄙

仙台高裁執田支鄙
－

仙台高裁秋田支部
一

仙台弼戴秋田支歸
－

仙台高戟秋田支部
一

仙台高裁牧田支部
一

仙台高蕊秋田支部

仙台高載秋田支部
一

仙台高裁秋田支部
一

仙台高裁秋田支部
一

仙台高裁秋田支部
一

仙台高裁秋田支部
一

仙台高戟秋田支部
一

仙台高裁秋田支部
一

仙台高靴秋田支部

仙台高裁秋田支部
一

仙台高裁秋田支部
一

仙台高裁秋田支部
一

仙台高話秋田支部

''第12次導入庁

'第'2次導入庁
|少年対象外

鉱12次導入庁
|少年対象外

'第ﾕ2次導入庁

(未導入庁）

|秋田地家裁

|秋田地家裁
m田地家裁
秋田地家裁

秋田地家裁

秋田地家裁

秋田地家裁

秋田地家裁

秋田地家裁

秋田地家裁

秋田地家裁

秋田地家裁
一

戦田地家裁

秋田地家裁

秋田地家裁

秋田地家裁

秋田地家裁

秋田地家裁

〉
｜
‐
｜
》
壷

第12次導入庁（未導入庁）
4人

第12次導入庁（未導入庁）

(未導入庁）
－

(未導入庁）
－弓

琴

第12次導入庁

少年対象外

第12次導入庁
一

少年対象外

第ﾕ2次導入庁

第12次導入庁

第12次導入庁

|青森家裁
|青森簡裁

青森家裁弘前支部

弘前簡裁

|量霧寒裁五所川原支部
五所川原簡裁

青森家裁八戸支部

八戸簡裁

膏森家裁十和田支鄙

十和田簡裁

青森家裁むつ出強所

むつ簡裁

青森家裁野辺地出張所

野辺地簡裁

鯵ヶ沢瓶裁

些
魅
継
駿
隆
儒
一
》
｜
岬
一
》
一
》
一
》

青森地家裁

青森地家裁

青森地家裁

青森地家裁

青轟地家裁

青森地家裁

青森地家裁

青森地家裁

青森地家裁
一

青森地家裁
一

青森地家裁
一

青森地家裁
一

膏躍地家議

青森地家裁

済森地家裁

第12次導入庁》
｜
｜
梱
一
‐
一
》
↓

第12次導入庁
一

少年対象外

第12次導入庁

3人
'第12次導入庁

少年対象外
一

第12次導入庁

少年対象外
一

第12次導入庁
一

少隼対象外

第12次導入庁

第12次導入庁

(未導入庁）

(未導入庁）
－

－

(未導入庁）

(未導入庁）
－

(未導入庁）

|札幌高裁
札幌家裁

札幌筋裁

札幌家裁浦河支部

洲河簡裁

札娯家裁苫小牧支部

苫小牧簡裁

札授家裁室間支部

室間簡裁

札幌家裁岩見沢支部

岩見沢鯛裁

札暁家裁滝川支部

滝川簡裁

札幌家裁小椋支部

小樽簡裁

札幌家裁岩内支郎

岩内簡裁

札幌家裁静内出張所

牌内簡裁

札幌高裁
一

札蝶高裁
－

札幌高裁

札幌高裁

札幌高裁
一

札幌高裁
一

札蝉高裁

札幌高裁
一

札幌高栽
一

札幌高裁

札幌高裁
一

札螺高裁
一

札幌高裁
－

|札暁高裁
F－

札幌高裁

札幌渦裁
一

札幌高裁

札挽高裁
一

札幌高裁
一

札幌高裁
一

札幌高裁

札幌高裁

第13次導入庁（未導入庁）

|札幌地家裁

札幌地家裁
一

札換地家藏
－

札幌地家裁

札幌地家裁
一

札幌地家裁

札娯地家裁
.－

札幌地家裁
一

札幌地家裁

札幌地家裁
一

札幌地家裁

札幌地家裁
一

札幌地家裁

札幌地家裁
一

札擁也家裁
一

札幌地家裁

札幌地家裁

札視地家裁
一

札幌地家裁
一

札幌地家裁
一

札幌地家裁

(未導入庁）第13次導入庁

少年対象外

第13次導入庁 (未導入庁）

第13次導入庁（未導入庁）

第13次導入庁（未導入庁）
ｳ

(未源入庁）鋪13次導入庁

少年対象外

鋪13次導入庁

4人

(未導入庁）
－

－

(未導入庁）
－

‐ ｜

(未導入庁） ’

認13次導入庁
一

少年対象外
一

第13次導入庁

少年対象外

第13次導入庁

少年対象外

第13次導入庁

第13次導入庁

(未導入庁）

|札幌家裁夕張出張所

|夕張簡裁
|伊達簡裁

|函館家裁
|函館簡裁
l函館家裁江差支部

(未導入庁〉
－

(未導入庁）

'第'3次導入庁(未導入庁）
|少年諏象外一 一一弓鴬 鶴’
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NAVIUS利用時間帯及び人数調整表

卜篁”作雲助燗 |･” ’地家盤

NAVIUSに登詠さ

れてQ‘る利用巻鯵

等を参毎に算出

商渋丹劇庁名 W11用可能人敲 その他

岬
一
》
一
癖
一
》
｜
岬
一
峠
一
峠

『

’
江差簡裁

函鱈家裁松前出張所

松前簡裁

函毘家裁八義出張所

八雲簡裁

函館家裁寿都出張所

寿都簡裁

'第13次導入庁(未導入庁）

|少年対象外
第13次導入庁（未導入庁）

少年対象外

第13次導入庁(未導入庁） ｜
少年対魚外

'第13次導入庁(未導入庁） ’

1人

旭川家裁

旭川簡裁

旭川家裁留萌支部

囲萌簡裁

旭川家裁稚内支部

稚内簡裁

旭川家裁紋別支部

紋別簡裁

焔川家裁名寄支部 ・

名寄簡裁

旭川家裁調M･出張所

深川簡裁

旭川家裁富良野出張所

富良野簡裁

旭川家裁天埋出張所

天塩簡裁

掴M象裁中個別出張所

中頓別簡裁

釧路家裁

釧路簡裁

剛|路家裁根室支部

根室簡釜

釧路家裁帯広支部

帯広簡裁

釧路家裁北見支部

北見簡裁

釧路家裁網走支部

網走簡裁

釧路家裁標趣出張所

糠津簡裁

釧路家裁本別出張所

本別簡裁

釧路家裁遠軽出畿所

遠軽簡裁

I

魁目迫一一創一才一＃一一制一劉

: （朱導入庁）|総篝
－

札幌高裁

札幌高裁
一

札供高裁

札幌高裁
一

札幌高裁
一

札幌高裁
一

札幌高裁
一

札娯薦裁
一

札幌高裁

札幌高裁

札幌高裁

札幌高裁

札幌高裁
一

札幌高裁
一

札幌高裁
一

札幌高裁

旭川地家裁

旭川地家裁

旭川地家裁

旭川地家裁

旭川地家哉

I旭川地家裁

旭川地家裁

旭川地家戴

旭Ⅱ蝿家裁

旭川地家裁

旭川地家載

旭川地家裁

旭川地家栽

旭川地家裁

旭川地家毅

旭川地家裁

画II地家裁

旭川地家裁

釧路地家裁

釧路地家戦

釧路地家戦

釧路地家我

訓路地家裁

釧路地家裁

釧路地家競

釧諮地家毅

訓路地家裁

釧路地家裁

釧路地家裁

'釧路地家裁

釧路地家戟
一

釘11路地家裁

釧路地蕪裁

訓路地家裁

第]3次導入庁（未導入庁）

少年対象外

苑13次導入庁（未導入庁）

少年対象外

露13次導入庁（未導入庁）(未導入庁）

|少年対象外

'第13次導入庁(未導入庁）
少年対象外

第13次導入庁（未導入庁）

少年対象外

第13次導入庁（未導入庁）

少年対象外

館13次導入庁（未導入庁）

少年対象外

第13次導入庁（未導入庁）

少年対象外 三~三一コ
露13次導入庁（未導入庁）

2人

’

｜
’

聴霊一一一
札幌高戴

札幌高釜

札幌高裁

札幌高裁

札幌高裁

札残高裁

札幌高裁

(未導入庁）第13次導入庁

少隼対象外

第13次導入庁

少隼対象外

第13次導入庁 （未導入庁）

第13次導入庁（未導入庁）

｣－一や‘ ‐

第13次導入庁（未導入庁）

少年対象外

第13次導入庁（未導入庁）

少年対象外

第ﾕ3次導入庁（未導入庁）

少年対象外

第13次導入庁（未導入庁）

|少年対象外

第13次導入庁（末導入庁） ｜

トj露醇霊

3人

一

一

１
１
１

割’
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藤垣智宏（最高裁情政シスニ）
I

差出人：

送信日時：

宛先:

堀川博司（最高裁情政ｼｽﾆ）

2021年10月6日水曜日17:35

|〉く
〆

’Ｉ
ｌ
ｌ
ｌ
ｌ

！

’
－

■’
１
１
１

’

’

|－

（0001-課長）杜下弘記； （0002-室長兼参事官）

（0011-庶務主任）神山千栄子； （0084-ｼｽﾆ）

【NAVIUS】現在発生している事象について

CC: 内田曉;(C

ﾒｰﾘﾝグﾘスト

(0004-参事宮）早川太；

件名：

高等裁判所事務局総務課文書企画官殿

地方裁判所事務局総務課文書企画官殿（東京，大阪）

地方裁判所事務局総務課長殿（横浜，さいたま，千葉水戸，宇都宮，

前橋静岡甲府，長野，新潟，京都，

神戸,奈良,大津『和歌山，名古屋

津，岐阜，福井，金沢,富山，広島，

山口，岡山，烏取，松江，福岡,佐賀，

長崎，大分，熊本, .鹿児島宮崎，

那覇，高松，徳島高知，松山）

家庭裁判所事務局総務課長殿

NA.VIUSのシステム障害によりご迷惑をおかけしており，

誠に申し訳ございません。

本日は，昨日に引き続き，制限をかけながらNAVIUSを

利用していただくため，利用時間帯ごとに4つのグループに分け，

利用人数を調整して利用していただく予定でしたが，

午後1時からNAVIUSが再び停止しております。

午後の利用を予定されていたグループの管内各庁の皆様には

大変ご迷惑をおかけしております｡

1



大変申し訳ございません。

午後の停止の原因の詳細は確認中ですが,昼休みに■■■■■
■■■■■がきっかけとなったものと推測されます。

’

[－－ ｜行ったものですが,結果としてシステムが

停止してしまったものです。

情報政策課の職員と運用保守業者及び機器保守業者が

現場で原因究明と復旧の作業を行っておりますが，

現時点で復旧の見込みや時間は未定であり，

わかり次第速やかにご連絡いたします。

また，明日の利用についても復|日の状況を見ながら，

できる限り速やかにお伝えしたいと考えております。

連日多大なる御迷惑をお掛けし，誠に申し訳ありません。

引き続き，御協力をお願いいたします。

御手数ですが，本メールの内容を，関係部署及び

地方裁判所におかれましては管内の簡易裁判所に

周知していただきますようお願いします。

関係部署及び管内支部，

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊

最高裁判所事務総局

情報政策課

専門官堀川博司

TELI_ 【直通) (内線■■）
剛 1

|Iメール

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊
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【最高裁各局課等からのお知らせ】
記事IDK1-103206-2021.0930

|願■■照 裁判事務支援システム(NAVIUS い

象について

’

本文

’
’ 9月27日（月）から発生しているNAVIUSの不具合事象について，全体の復旧作業を円滑
に進めるため，別添「NAVIUSにおいて発生した障害の状況等」のとおり，御協力をお願い
します。

連日に亘り御迷惑をお掛けして申し訳ありませんが，是非とも御協力のほど，よろしくお願い致
します。

添付

NAVIUSにおいて発生した障害

の状況等.docx

【機2]NAVIUS利用日時調整表.xIs

X

－→一一一

16KbyteI 一
Ｊ
’|’ 13Kbyte

I

1/1

発信部署名：

発信者：

掲示期間：

情報政策課情報システム第二係

田中真一郎

2021-09-30～2021-10-05



NAVIUSにおいて発生した障害の状況等

1 現状について

令和3年9月27日午前8時30分頃から, NAVIUS (裁判事務

支援システム）において処理速度が低下するという障害が発生した。発

生直後から障害の解消及び復旧作業を行ったが終日解消しなかった。同

r

日夜に ’ したところ， いったん処

理速度の回復が見られため，復旧のアナウンスを行った。 しかし，翌2

8日も朝からアクセスができない，極端に反応が遅いなどの状況が生じ，

昼前に一度解消が見られたが， 同日午後から再度，本事象が発生し，終

日継続した。 29日は，負担を軽減するため，未済事件の処理のための

作業を控えてもらうなどしたが，前日と状況は変わらず， リカバリー作

業はもとより，通常の事務処理もできない状況が終日継続した。

そこで30日には，今回の障害が根本的に解消されているかを検証す

るため，平常時の事件処理を想定した運用をお願いした（システム監視

においても平常時と同程度の処理要求がされていた。）が，状況は改善し

なかった。

また， 28日から30日の稼働監視状況からすると，本事象は，障害解

消後の'－－

’と考えるほかない状

況である｡

2 今後の対策について

本障害の原因は，■

ものと思われる。
一－■I■■■■■■■■

その結果， '－－ ’

と

考えている。



Ｉ

また， ’ ｜

’

|’

1

1

I

そこでまず, l 1を幾分でも解消させ， これ以上のシステム

を用いた事務遅滞を発生させないための暫定対策として，本日，午後9

時から翌朝8時30分までNAVIUS ’

|’

を考えている。

9 I

■■■

その上で，着実にシステムを利用した事務処理を回復していくための

枠組みとして，時間帯による利用者の制限を行いたいと考えている。

そこで， まずは上記のような暫定対応がどの程度の事件処理に耐えら

れるのかを検証するため, NAVIUSの利用庁を東京簡裁のみ（他の

全ての庁において一切のNAVIUSを利用した処理を行わない状態）

とし， 同時取込。同時出力の件数を50件程度に抑えてもらった状況で

のシステムにおける処理状況を確認したいと考えている。

仮にこのような処理が十分可能であるとわかった場合には，東京簡裁

以外の庁についても高裁管内別に順次時間を割り当て，東京簡裁と同様

の条件でNAVIUSによる事件処理を行ってもらうことを考えており，

時間割表についても別添のとおり準備しているが，東京簡裁の処理状況

によっては利用を停止せざるを得ない場合もあり，時間割表のとおり事
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件処理を行っていただく場合は，別途改めてご連絡させていただく。

1
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NAVIUS利用日時調整表
－

１
１

利用日
一

ユ0月1日（金）

時間帯

8:30 8:30～11:OO
－

東京簡裁

～

l l2:15~13m~1
～

| 14:OO~15:0013:00～14:00

蕊
’15:00～16:00

…

16:00～17:30 17:30～
利用停止

認蕊殿
輔識憩溌謹

利用停止

溌
蕊

X0月ZB(*) ～8:30 3:30～10;” 1 m:00～1』:“ 11;“～12:鶏 13:"~li"| 115:00～16:0012:15～13:00
’14:《殉～15290 16:“～17:30 17:3ｲ）

利用停止 利用停止 利用停止 利用停止 利用停止 利用停止 利用停止 利用停止 利用停止

一
一
一
』
』
』

利用停止

’ 11蕊護 ｜
M:"":.5 1 _'7 5--13:oo !3:!'o-i4･01, 1.,:oo~!､:0() | §侭':00'“(’ 16“一弄嘉~弓『一
利用停止 利用停止 利用停止 一N＝1 利用停止 利用停止利用停止

L皿型型－ 12:15~13:00 13:00f-14:001 14:00~15:00 1 15:00~16:00 16:00~17:30
……蕊蕊鍵鐘縦蕊瞬識蕊篭鍔露蕊蕊羅蕊蕊醗溌躍麓縄圏露悪搦駿“…錘驚鯉蝉獺鍛蕊謹鍵:灘…雨…::職職:無i一

利用停止 利用停止 利用停止 利用停止 利用停止 利用停止

-臥諏一－1 83i)-m:0(' I !0:00~I1画一『－1』:”！’10月3日（日）
、一

利用停止 利用停止 利用停止
利用停止

。

10月4日（月） ～8:30 8:30～10:00

鍵議
10:00～11:00

蕊藤蕊蕊
17:30～

利用停止
利用停止

真語毎診ろ．

蕊
壷5三I姉一ﾕ0月5日（火） ～8:30

》
一

００５１－Ｏｐ
－
ＭＩ

》
００４１一００３１

》
一

００３１－
率
５１２１１ 15:00～16:00

認蕊尋燕弱

蕊
16:00～17:30

議議
I 17:30~

利用停止
利用停止

蕊宗;砺裁愛露3

W…＝

※了クセスの状況に応じて，本調整表の内容を変更することがあIjます（変更する際は，あらかじめ御連絡いたします。 ）。
※ ’
※緊急時の利用はこの限りではありません。

、
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【最高裁各局課等からのお知らせ】
記事IDK1-103217=20211003

NAWuS)で発生している

事象と今後の方針について

ー ｰ一b■ご＝了司一一一

Ｌ
Ｐ
１
１ |’

’’

本文

9月27日（月）から発生しているNAVIUSの不具合事象について，今後の方針を
定めました。

別添｢現在発生している事象と今後の方針について（'‘0月4B)jのとおり,御協力
をお願いします。

連日に亘り御迷惑をお掛けして申し訳ありませんが，是非とも御協力のほど，よろしく
お願い致します。

’

添付

一一
一ー一一．一一＝＝. Lー ＝一一一 二－F 一一一一

現存発生している事象と今後の方針について
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発信者：

掲示期間；
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現在発生している事象と今後の方針について（10月4日）

1 現状（9月30日， 10月1日の状況）について

9月30日の日中までにNAVIUSの不具合事象が改善しなかったため， 同日

||－夜に，

’を目

指しました。

その上で， 10月1日は，時間帯ごとに利用庁を制限して利用していただきまし

たが，状況は改善しませんでした。

2 今後の対策について

10月’日 （金）までの稼働状況を分析したところ,■■■■ ’

’ ’

1

その上で，可能な範囲で着実にシステムを利用した事務処理を行ってもらいなが

ら，システム障害の原因究明を進めるため"10月4日 （月）は午前10時00分

までNAVIUSの利用を一旦停止した上，①午前10時00分～午後0時15分，

②午後1時00分～午後3時00分，③午後3時00分から午後5時00分の時間

帯に分け，利用庁と利用者数を制限しての利用をお願いします。

‘ 利用庁は， 10月1日 （金）にNAVIUSの利用を終日制限した〉東京高裁管

内（東京簡裁を除く。），福岡高裁管内，仙台高裁管内及び札幌高裁管内とさせてい

ただき，利用開始時の利用者数を50名程度とした上，状況に応じて利用者数を増

やすことができるかどうかを検討します。

また，利用に当たっては，次のような負荷がかかる作業は最小限に留めるよう御

協力ください。



|また,必要なとき以外は

|－~－

‐ －－’作業終了後は，

■■■
－ －－－面一

’

ﾛ■■■
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【最高裁各局課等からのお知らせ】
記事IDK1-103230-20211006

【NAVIUS】現在鑑生している事象について(LO月6に霜■鯛

日午後6時現在）

本文

9月27日（月）から発生しているNAViUSの不具合事象について,現在発生している事象
は,別添｢現在発生している事象について（10月6日午後6時現在）」のとおりです。
連日に亘り御迷惑をお掛けして申し訳ありませんが,御協力のほど，よろしくお願いいたしま
す。

添付

【NAVIUS】現在発生している事象について（ユ0月
8

6日午後6時現在) 6docx ’16Kbyte

’ 1/1

発信部署名： I
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掲示期間：
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田中真一郎
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現在発生している事象について（10月6日午後6時現在）

本日は， 昨日に引き続き，制限をかけながらNAVIUSを利用していただく

ため，利用時間帯ごとに4つのグループに分け,利用人数を調整して利用して

いただ〈予定でしたが，午後1時からNAVIUSが再び停止しております。

|がき午後の停止の原因の詳細は確認中ですが，昼休みに｜

っかけとなったものと推測されます｡

もの

ですが，結果としてシステムが停止してしまったものです。

情報政策課の職員と運用保守業者及び機器保守業者が現場で原因究明と復旧の

作業を行っておりますが，現時点で復旧の見込みや時間は未定であ:り，わかり

次第速やかにご連絡いたします。

また， 明日の利用についても復旧の状況を見なが.ら，できる限り速やかにお伝

えしたいと考えております。

連日多大なる御迷惑をお掛けし，誠に申し訳ありません。

引き続き，御協力をお願いいたします。


